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我
が
図
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て
(上)

-
H
H叫

EH 

戸七

目
別

-、何一一
J
H
O
-
-
-

義
務
次
口
意
味
。
三
、
内
海
{
以
上
水
減
税
減
〉
。
閥
、
持
賞
。

K
.
財
淑
と
の
関
係
。
六
、
指
ぴ
。

我
が
園
の
市
町
村
は
、
業
財
源
に
比
し
て
負
躍
す
べ
き
義
務
費
炉
過
大
で
あ
る
か
ら
、
自
身
の
有
益
有
利
な
所

謂
固
有
事
務
の
方
面
に
活
動
す
る
骨
格
を
多
〈
持
た
争
、
更
に
財
政
能
力
不
揃
の
市
町
村
に
劃
し
て
殆
ん
ど
劃
一

的
に
各
種
の
義
務
負
躍
を
課
す
る
の
結
果
、
地
方
聞
に
負
櫓
の
不
公
卒
を
来
す
、
な

E
と
云
ふ
こ
と
が
従
来
よ
く

云
は
れ
て
居
る
。
而
て
上
の
事
情
と
関
連
し
て
、
市
町
村
の
事
務
及
び
財
源
の
整
理
改
善
も
亦
よ
く
問
題
と
な
っ

て
居
る
。
特
に
最
近
数
年
来
、
異
常
の
不
景
気
に
際
曾
し
て
市
町
村
財
政
が
、
特
に
農
村
財
政
が
甚
し
〈
窮
乏
し

七
の
で
、
業
義
務
費
は
会
憧
的
に
又
は
部
分
的
に
種
々
の
問
題
を
惹
起
し
て
居
る
。
然
し
、
理
論
的
に
見
れ
ば
‘

我
山
か
闘
の
市
町
村
の
義
務
要
に
就
い
て
は
今
尚
充
分
明
か
で
あ
る
と
云
ひ
特
な
い
監
が
あ
る
。
特
に
実
数
量
方
面

我
が
園
白
-
市
町
村
義
務
買
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

六
五
九

第
五
競

ム
ノ、



我
が
闘
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

第
三
十
王
巻

六
六

O

第
五
貌

に
於
て
然
り
で
あ
る
。
買
は
此
経
費
の
敷
量
方
面
が
充
分
に
明
確
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
此
経
費
仁
劃
す
る
諸
種
の

方
策
は
確
立
し
難
い
の
で
は
な
い
か
と
云
ふ
疑
問
も
起
き
れ
得
る
。
然
し
此
敷
量
方
面
の
研
究
は
、
後
「
い
述
べ
る

や
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
市
町
村
財
政
の
賓
際
に
営
っ
て
居
る
人
々
の
協
力
調
査
に
待
た
な
け
れ
ば
、
局
外
者
と

し
で
は
研
究
の
材
料
も
方
法
も
な
い
現
状
で
あ
る
。
従
っ
て
此
所
で
は
此
方
面
の
研
究
を
除
外
し
、
車
に
此
鰹
費

の
概
念
、
内
容
、
特
質
及
び
財
源
と
の
関
係
を
理
論
的
に
研
究
し
、

以
っ
て
従
来
充
分
明
確
で
な
か
っ
た
も
の
ぞ

多
少
と
も
鮮
明
に
し
度
h
と
思
ふ
。
ぞ
れ
は
閃
て
叉
、
蚊
量
的
研
究
に
樹
す
る
礎
石
と
も
な
り
、
間
接
的
援
肋
と

も
な
る
だ
ら
う
と
思
ふ
。

ーー

先
づ
第
一
に
義
務
費
の
意
義
を
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
市
町
村
の
義
務
費
、

一
般
的
に
云
へ
ば
地

方
財
政
に
於
げ
る
義
務
費
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
自
由
費
又
は
任
意
費
に
封
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
此
分
類
の

分
類
標
準
に
就
い
て
は
今
宵
異
設
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
今
諸
問
牢
設
を
要
約
す
れ
ば
二
大
別
し
得
る
。
英
一
は

経
費
を
必
要
と
す
る
事
務
の
国
法
上
に
於
け
る
地
位
に
よ
り
て
分
類
せ
ん
と
す
る
説
で
、
其
二
は
艦
費
自
憶
の
国

法
上
に
於
け
る
地
位
に
よ
り
で
分
類
せ
ん
と
す
る
読
で
あ
る
。
今
般
り
に
前
設
を
事
務
費
設
、
後
設
を
経
費
設
と

名
付
け
る
。

事
務
費
読
は
真
に
三
分
し
得
る
。
第
一
は
、
市
町
村
が
圃
家
事
務
を
執
る
に
必
要
な
鰹
費
を
義
務
費
と
す
る
設

で
あ
る
〈
岡
家
事
務
費
説
と
仮
稽
す
る
)

d

例
ぱ
グ
ラ
イ
ス
の
所
設
の
却
ぃ
。
此
設
は
、
市
町
村
が
執
る
凶
家
事
務
を
庚
〈

Grice， National and local fina町二e.p. 8 1) 



解
す
る
な
ら
ば
、
分
類
標
準
と
し
て
は
殆
ん

E
無
意
味
で
あ
る
。
蓋
し
市
町
村
は
今
日
の
法
制
上
で
は
園
家
に
よ

つ
で
認
め
ら
れ
た
る
法
人
で
、
園
の
誌
の
許
す
範
圏
内
に
於
い
て
の
み
事
務
を
慮
理
し
得
る
に
過
ぎ
芯
ぃ
。
故
に

此
見
地
か
ら
す
れ
ば
市
町
村
の
執
行
す
る
事
務
は
根
本
に
於
い
て
は
凡
て
園
家
の
事
一
務
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。
ぞ
れ
故
に
此
設
に
謂
ふ
岡
家
事
務
と
は
、
圃
家
事
務
を
便
宜
上
市
町
村
に
特
に
委
任
し
て
蕗
理
せ
し

か
る
も
の
、
.
帥
ち
所
謂
委
任
事
務
を
指
す
も
の
と
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
反
割
に
、
市
町
村
の
存
立
目
的
と
し
て
市

町
村
の
白
向
な
蕗
理
に
委
ね
て
居
る
H

公
共
事
務
、
却
ち
所
謂
固
有
事
務
を
合
ま
な
い
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然

ら
ぱ
帥
ち
、
義
務
費
と
は
委
任
事
務
費
を
指
す
と
一
五
ふ
に
異
ら
ぬ
か
ら
、
自
ら
第
二
の
委
任
事
務
費
説
に
合
ま
る

るに一山中

7
1
一
山
レ
川
L

札
日
川
に
よ
れ
ば
読
料
品
川
と
は
択
に
端
べ
ふ
や
う
に
嬰
叩
事
瀞
殺
が
は
は
い
の
一

J

の
ゐ
炉
心
戸
、

従
っ
て
此
誌
も
亦
自
ら
採
用
し
得
な
い
。
第
二
に
は
、
義
務
費
と
は
市
町
村
の
委
任
事
務
に
関
す
る
経
費
で
あ
る

と
す
る
設
が
あ
る
。
勿
論
、
此
場
合
の
委
任
事
務
'
と
は
、
所
謂
圃
盟
委
任
事
務
及
び
所
謂
機
関
委
任
事
務
の
二
者

り

md

町
(
話
二

を
合
む
も
の
で
あ
る
(
委
任
事
務
費
説
)
。
例
ば
-
プ
夕
、
ヲ
グ
ネ
Y

、
エ

1
エゃへ
u
y

ヒ
の
所
設
の
却
し
。
此
設
は
委
任
事

務
の
多
〈
が
市
町
村
の
義
務
に
属
す
る
こ
と
、
及
び
義
務
費
の
中
心
が
委
任
事
務
費
た
る
事
責

rb師
納
し
た
る

説
の
や
う
に
考
へ
ら
る
る
。
然
し
、
委
任
事
務
必
十
し
も
市
町
村
の
義
務
に
属
す
る
も
の
と
限
ら
争
、
又
、
固
有

事
務
費
中
に
も
義
務
費
に
属
す
る
る
の
が
あ
る
か
ら
、
此
設
は
袋
嘗
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
此
設
は
委
任
事
務

費
封
固
有
事
務
費
の
匡
別
と
、
義
務
費
封
自
由
費
の
匝
別
と
を
混
同
し
て
居
る
も
の
で
、
此
二
分
類
が
似
て
買
は

非
な
る
こ
と
は
己
に
皐
志
の
指
摘
せ
る
通
り
で
あ
る
。
第
三
は
、
義
務
費
を
以
っ
て
地
方
圏
韓
の
必
要
事
務
に
開

我
が
国
白
市
町
村
義
務
質
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

ムハ五

第
五
務

六
六
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我
が
園
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

第

三

十

五

巻

第

五

披

大

六

す
る
経
費
と
な
す
設
で
あ
る
(
必
要
事
務
費
君
。
例
ぱ
、
神
戸
博
也
、
小
川
博
也
、
小
林
博
也
、
阿
部
博
也
、

円
の
所
設
の
如
し
。
此
設
に
よ
れ
ば
固
有
事
務
費
中
の
義
務
費
を
も
合
み
得
る
か
ら
、
其
範
園
・
も
庚
く
な
り
、
且

又
貫
際
上
義
務
費
の
重
要
な
大
部
分
の
も
の
を
抱
括
し
得
る
か
ら
、
前
設
に
比
す
れ
ば
優
れ
り
と
云
は
ね
ば
な
ら

ムノ、

7t 

へ
ヅ
ケ

向
。
然
し
又
、
此
設
に
よ
れ
ば
必
要
事
務
が
存
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
か
ら
、
ぞ
れ
の
存
し
な
い
場
合
に
は
自

ら
義
務
聾
は
め
り
特
な
い
こ
と
と
な
る
。
然
る
に
必
要
事
務
な

t
し
で
も
義
務
聾
は
存
し
得
る
場
合
が
あ
る
。
例

川
市
町
村
に
湘
怖
さ
る
る
租
晩
、
分
陪
金
等
の
如
〈
、
負
携
の
み
あ
り
て
事
務
あ
り
正
母
ひ
得
な
い
場
合
が
あ
る
。

而
て
之
等
の
諸
負
携
は
明
か
に
義
務
費
で
あ
あ
。
従
っ
て
此
設
を
以
っ
て
し
て
は
、
米
ゼ
義
務
費
を
金
部
網
羅
し

て
説
明
し
得
な
い
憾
み
が
あ
る
。
前
此
設
は
必
要
事
務
費
封
任
意
事
務
費
の
分
類
と
、
義
務
壁
掛
自
由
費
の
分
類

を
同
一
一
蹴
し
た
る
も
の
と
云
ふ
を
得
ぺ
し
。
然
し
此
二
分
類
も
買
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
如
〈
事

務
費
説
仁
は
三
説
あ
る
が
、
何
れ
も
難
艶
e
e
A
口
み
直
ち
に
賛
成
し
難
い
。

究
は
、
経
聾
設
で
あ
る
が
、
此
説
に
よ
れ
ぽ
法
令
に
よ
り
て
市
町
村
が
支
出
す
る
の
義
務
を
負
ふ
経
費
を
義
務

四

(

註

=

}

悶

(

註

=

↓

)

費
と
云
ふ
。
例
ぱ
神
戸
博
士
、
小
林
博
士
、
三
田
村
皐
士
、
ペ
ラ
・
フ
z
w
F

デ
ス
の
所
設
の
如
し
。
此
詑
は
、
有
し

〈
も
幽
法
上
市
町
村
に
劃
し
て
支
出
義
務
が
課
さ
れ
て
居
る
軽
費
な
ら
ば
、
凡
て
義
務
費
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、

業
経
費
所
要
の
事
務
の
如
き
を
直
接
に
は
問
題
と
せ
な
い
。
詳
言
す
れ
ば
、
あ
る
経
費
を
固
法
上
に
於
い
て
市
町

村
の
負
携
と
し
て
義
務
付
く
る
こ
左
の
み
を
以
っ
て
、
其
粧
費
は
義
務
費
と
な
る
に
至
る
も
の
で
、
葉
経
費
を
必

要
と
す
る
事
務
が
固
法
上
如
何
な
る
地
位
を
有
す
る
や
は
問
ふ
所
で
な
い
の
み
で
な
く
、
場
合
に
よ
れ
ば
、
事
務

紳戸博士、財政事大菜、 157買
小川博士、財政事、第一巻総論、三版、 291頁、経費論、上拐、 161頁
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な
〈
し
で
も
義
務
費
は
存
し
得
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
故
に
此
設
の
義
務
費
は
、
事
務
費
設
の
何
れ
に
比
し
て
も

其
抱
括
す
る
範
園
が
最
も
庚
〈
、
委
任
事
務
、
固
有
事
務
、
或
は
又
必
要
事
務
、
任
意
事
務
に
闘
す
る
粧
費
の
中
、

市
町
村
に
於
い
て
義
務
と
し
て
負
揮
す
べ
き
一
切
の
経
費
と
、
事
務
に
開
係
な
く
、
車
に
義
務
負
携
に
過
ぎ
な

い
経
費
と
を
合
か
。
而
し
て
在
見
に
よ
れ
ば
、
義
務
費
、
少
〈
と
も
我
が
園
の
地
方
財
政
上
の
義
務
費
は
此
経
費

設
を
採
っ
て
以
っ
て
説
明
す
べ
き
も
の
と
思
ふ
。
其
理
由
は
消
極
的
に
は
事
務
費
設
の
何
れ
も
が
難
賠
あ
る
こ
と

に
存
し
、
積
極
的
に
は
凡
そ
攻
の
ゃ
う
で
あ
る
。
削
ち
先
づ
、
閣
法
上
の
地
位
に
よ
る
市
町
村
の
事
務
の
分
類
に

は
、
固
有
事
務
樹
委
任
事
務
、
必
要
事
務
調
任
意
事
務
の
二
分
類
が
あ
あ
け
れ
ど
も
、
樫
費
の
分
類
に
は
固
有
事

務
掛
調
誹
げ
官
邸
州
都
品
畑
、
品
事
事
耕
叫
刑
判
叫
い
武
事
耕
抗
、
説
郡
時
調
自
向
醍
の
一
ニ
パ
付
慣
が
め
冶
。
問
℃
粧
品
州
の
品
川
瀬

の
前
の
二
つ
は
、
各
々
そ
れ
に
罰
す
る
事
務
の
分
類
に
臆
守
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
前
越
の
委
任
事
務
費
説

及
び
必
要
事
務
費
誌
は
何
れ
も
、
義
務
費
封
自
由
費
の
匝
別
を
以
っ
て
、
事
務
を
分
類
標
準
と
す
る
他
の
経
費
分

類
の
何
れ
か
の
一
と
合
致
す
る
も
の
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
然
ら
ぱ
、
義
務
費
封
白
由
喪
の
分
類
は
単
に
名
鵜
の

問
題
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
敢
て
特
に
義
務
費
と
云
ふ
の
必
要
は
な
〈
、
委
任
事
務
費
又
は
必
要
事
務
費
左
呼
ん
で

も
一
向
に
差
支
へ
な
き
の
み
か
、
却
っ
て
そ
の
方
が
直
接
に
其
各
々
の
経
費
の
核
心
を
云
ひ
表
す
か
ら
遁
切
と
も

云
へ
る
。
従
っ
て
又
義
務
費
と
特
に
帯
し
て
之
を
研
究
す
る
重
要
き
は
失
は
る
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
私

見
に
よ
れ
ば
、
相
嘗
古
く
か
ら
義
務
費
劃
自
由
費
の
匝
別
を
特
に
採
用
し
、
之
を
研
究
す
る
の
は
、
車
に
事
務
に

よ
る
経
費
分
類
の
何
れ
か
の
一
の
別
名
た
る
が
矯
め
で
は
な
〈
、
此
分
類
が
元
来
事
務
に
よ
る
分
類
と
別
物
で
あ

我
が
踊
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

ノ、

七

六
六

第
五
競
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我
が
岡
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

六
六
回

第
五
競

"、
i¥. 

り
、
従
っ
て
特
に
研
究
の
必
要
あ
り
と
し
た
が
矯
め
で
あ
る
。
郎
ち
事
務
費
説
に
よ
る
と
、
経
費
設
に
よ
る
と
で

は
、
義
務
費
L
」
し
て
抱
括
せ
し
h
u

ぺ
き
内
容
及
び
範
園
が
異
る
。
従
っ
て
賓
際
上
理
論
上
、
義
務
費
に
劃
す
る
特

別
の
財
政
監
督
を
な
し
得
る
範
囲
を
異
に
す
る
に
至
る
。
こ
の
こ
と
は
相
営
重
要
な
且
つ
注
意
す
べ
き
事
柄
で
あ

る
か
ら
、
事
務
に
劃
膳
せ
な
い
、
従
っ
て
名
蒋
を
異
に
す
る
義
務
費
費
自
由
費
の
分
類
を
設
け
、
之
を
研
究
す
る

も
の
と
恩
ふ
。
次
に
、
事
務
費
設
の
何
れ
か
ら
ι
異
な
り
と
す
れ
ば
、
地
方
費
は
義
務
費
と
自
由
費
と
に
二
分
す
る

金
持
ぬ
結
果
と
な
る
。
査
し
前
越
の
如
〈
事
務
に
閥
係
な

t
負
陪
の
み
市
町
村
の
義
務
と
し
で
課
8
れ
で
居
る
一

圏
の
経
費
が
あ
る
か
ら
、
此
の
加
き
鑑
費
を
雨
費
の
何
れ
か
に
騎
麗
せ
し
め
な
け
れ
ば
完
全
に
二
分
し
得
ぬ
こ
と

と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
而
て
此
の
種
の
経
費
が
自
由
費
に
麗
せ
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
義
務
費
に

合
ま
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
義
務
費
に
合
ま
し

U
る
と
す
れ
ば
、
自
然
事
務
費
読
を
捨
て
て
経
費
詑
を
採
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。
克
に
我
が
岡
の
地
方
義
務
費
に
閥
係
あ
る
法
規
で
は
、
『
(
府
牒
)
市
(
町
村
〉
は
其
必
要
な
る
費
用
及
従
来

法
令
に
依
り
又
は
崎
市
来
法
律
勅
令
に
依
h

リ
(
府
牒
)
市
(
町
村
)
の
負
憶
に
属
す
る
費
用
を
支
排
す
る
義
務
を
負
ふ
。
』

(
府
麟
制
百
二
傑
、
市
制
百
十
六
傑
、
町
村
制
九
十
六
傑
)
或
は
又
『
法
令
に
依
り
負
携
す
る
費
用
営
該
官
麗
の
職
権
に
依
り
命

守
る
費
用
実
の
他
の
(
府
牒
)
市
(
町
村
)
の
義
務
に
属
す
る
費
用
』
(
府
鯨
制
八
十
三
係
、
市
制
九
十
傑
の
二
、
町
村
制
七
十
四
傑

竺
一
)
、
或
は
又
「
市
(
町
村
)
に
於
て
法
令
に
依
り
負
櫓
し
又
は
営
該
官
膳
の
職
権
に
依
り
命
や
る
費
用
含
課
算
に

載
せ
r
d

る
時
は
云
々
』
《
市
制
百
六
十
三
傑
、
町
村
制
百
四
十
三
即
時
)
、
等
の
如
〈
、
経
費
所
要
の
事
務
を
何
等
間
ふ
こ
と
な

〈
、
車
に
法
令
(
法
律
勅
A
Y
)

又
は
嘗
該
官
幅
臓
の
職
曜
に
よ
り
て
経
費
支
耕
を
義
務
付
〈
る
こ
と
を
以
っ
て
義
務
費
と

田中農太郎、前出、 B頁17) 



な
す
に
足
れ
り
と
し
て
居
石
。
而
て
営
該
官
鹿
の
職
権
に
よ
る
命
令
は
此
場
合
常
に
法
令
に
基
い
て
な
す
こ
ん
』
を

要
す
る
が
故
に
、
庚
い
意
味
で
一
言
で
法
令
(
現
在
は
法
律
勅
令
白
意
味
。
以
下
関
と
に
よ
ち
て
負
揮
す
忍
と
云
ひ
得
る

で
あ
ら
う
。
然
ら
ぱ
我
が
園
の
地
方
義
務
費
の
詑
明
は
事
務
費
詑
に
よ
る
べ
き
で
な
く
、
経
費
設
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

要
之
、
義
務
費
の
決
定
標
準
に
就
て
は
異
説
が
あ
る
が
、
上
過
の
理
由
に
依
っ
て
粧
費
自
障
の
幽
法
上
の
地
位

を
以
っ
て
す
る
説
、
印
ち
経
費
設
を
袋
営
と
す
る
。

剖
ち
再
言
す
れ
ば
、
義
務
費
と
は
闘
の
法
令
に
よ
り
て
市
町

村

ι到
し
支
耕
義
務
が
課
さ
れ
て
屠
る
駆
費
の
謂
に
外
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
事
務
の
固
法
上
の
地
位
、
種
類
等
は
第

二
次
の
問
閣
に
る
に
描
ぜ
品
。

ェ
ー
で
へ
ル
ヒ
は
、
自
由
費
の
定
義
に
は
義
務
費
を
超
過
ナ
る
も
の
と
な
ナ
が
故
に
、
義
務
費
に
就
い
で
経
費
設
を
採
る
も
の
ふ
知
〈
解

せ
b
れ
な
い
で
は
な
い
。
然
し
義
務
質
に
は
直
披
定
義
宇
一
下
さ
ず
し
て
而
も
英
説
〈
所
は
専
ら
園
髄
委
任
事
務
費
及
機
関
委
任
事
務
費
を
以
ヲ

て
ナ
る
が
故
に
事
務
費
試
を
採
る
も
の
と
揖
定
さ
る
二
倫
此
態
度
は
ミ
ヲ
ア
ル
ス
テ
ツ
ト
も
探
ペ

註
-
一
神
戸
博
士
は
、
義
務
貨
と
い
ふ
の
は
、
圃
か
ら
指
定
さ
れ
た
地
方
事
務
に
閥
ナ
る
終
費
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
φ
と
共
に
叉
、
地
方
捷
に

で
は
経
費
の
法
律
上
白
地
位
に
よ
り
て
義
務
費
と
任
意
費
と
に
分
ヲ
、
と
も
設
い
で
居
ら
る
ふ
。
前
の
立
場
は
私
の
所
謂
事
務
費
読
で
、
後
白

立
場
は
経
費
設
に
相
営
ナ
る
も
白
と
思
ふ
。

註
-
-
一
小
林
博
士
は
、
地
方
義
務
費
は
岡
家
の
法
令
又
は
職
権
官
廓
白
命
令
に
よ
り
委
任
せ
る
国
政
事
務
及
地
方
閣
情
白
自
ら
以
て
必
要
と
す
る

固
有
事
務
に
闘
す
る
経
費
、
主
説
明
さ
る
与
と
共
に
、
叉
地
方
闘
置
が
必
ず
責
櫓
ナ
べ
〈
定
ま
れ
る
義
務
に
麗
ナ
る
経
費
を
義
務
費
、
と
定
義

さ
れ
て
居
ら
る
ふ
。
前
の
定
義
は
事
務
費
説
で
、
後
白
定
義
は
経
費
読
で
あ
る
。

註

一-一

我
が
岡
白
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

第
五
時
踊

大
六
五

ノ、

九
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我
が
圃
D
市
町
村
義
務
質
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

七
O

第
五
時
珊

ムノ、
山
p、
ム

ノ、

我
が
圃
の
地
方
財
政
に
於
け
る
義
務
費
の
意
味
は
大
韓
前
遁
の
如
し
と
し
て
、
夫
に
現
在
の
市
町
村
義
務
費
の

内
容
を
分
析
し
て
見
ょ
う
。
勿
論
、
市
の
義
務
費
と
町
村
の
義
務
費
と
で
は
多
少
其
内
容
上
異
っ
た
貼
が
め
る
け

れ
E
も
、
大
瞳
上
で
は
共
通
又
は
類
似
し
て
居
る
か
ら
一
括
し
て
蝕
す
る
こ
と
と
し
、
市
に
特
例
あ
る
限
り
之
を

指
摘
す
る
。
然
ら
ぱ
、
現
在
の
我
が
闘
の
市
町
村
義
務
費
は
略
1
失
の
や
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

、‘，，一
自
治
機
闘
の
構
成
及
職
制
維
持
畏
。
市
町
村
を
一
の
自
治
憾
と
し
て
成
立
せ
し
め
、
且
活
動
せ
し
か
る
斜
め

に
、
岡
市
が
は
法
令
を
以
っ
て
一
定
の
機
関
を
設
け
、
一
定
の
庶
員
を
置
〈
ぺ
き
こ
と
佐
命
じ
て
居
る
。
例
ば
市
町

村
舎
議
員
を
同
公
選
し
、
該
曾
を
組
織
し
開
催
し
て
、
之
に
業
権
限
内
の
議
事
を
議
せ
し
む
る
が
如
き
、
又
市
町
村

長
、
助
役
、
投
入
役
.
書
記
等
の
法
令
所
定
の
克
員
を
置
き
て
各
々
其
樺
限
内
の
事
務
を
執
ら
し
む
る
が
如
き
で

あ
る
。
市
に
於
て
は
市
奉
事
曾
も
組
織
、
開
催
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
更
に
場
合
に
よ
り
で
は
、
市
で
は
市
委

典
、
副
耽
入
役
、
匝
長
、
匝
牧
入
役
、
直
副
枇
入
役
等
を
置
き
、
町
村
で
は
、
副
収
入
役
、
匝
長
、
国
長
代
理
等

を
置
さ
、
各
々
其
事
務
を
執
ら
し
か
る
。
之
等
の
機
関
及
吏
員
あ
り
て
始
め
て
市
町
村
は
自
治
瞳
と
し
て
具
時
的

に
活
動
す
る
を
得
る
の
で
あ
る
。
而
て
之
等
の
鴻
め
に
す
る
選
李
氏
舎
時
じ
闘
す
ろ
費
用
、
有
給
克
員
の
給
料
及

び
旗
費
、
場
合
に
よ
れ
ば
退
隠
料
、
退
職
給
輿
金
、
死
己
給
輿
金
、
又
は
遺
族
扶
助
料
、
更
に
市
町
村
舎
議
員
及

名
春
職
寅
員
門
前
に
あ
P
て
は
ま
答
申
曾
員
、
名
春
夏
砕
き
に
劃
す
る
貫
費
耕
償
及
報
酬
、
及
び
其
他
の
給
奥
は
市
町
村
の

韓
務
負
措
で
あ
ら
。
此
種
の
経
費
は
元
来
固
有
事
務
費
に
し
て
且
つ
必
要
事
務
費
た
る
・
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
市

町
村
諜
算
上
で
は
、
命
戸
議
費
、
役
所
在
場
)
費
及
遁
奉
費
な
る
歳
出
科
目
中
に
現
る
る
mr

22) 小林博士、財政皐評論、 133買
23) 小林博士、地方財政華、 128頁
24) 市制百八i康、町村制八十八傑
2si 市制町村制施行規則、別記、市町村歳入歳出破算様式、大塚辰治、市町村
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，
此
義
務
費
と
閥
蓮
し
且
向
性
質
の
義
務
費
が
宵
二
つ
あ
る
。
一
は
代
執
行
の
場
合
の
費
用
で
あ
る
。
印
ち
、
市

町
村
長
其
の
他
の
克
員
其
の
執
行
す
べ
き
事
件
を
執
行
せ

F
る
時
は
、
府
職
知
事
又
は
其
の
委
任
を
受
け
た
る
官

吏
克
員
を
し
て
之
を
執
行
せ
し
む
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
此
場
合
の
費
用
は
又
市
町
村
の
義
務
負
措
で
あ
る
d

他

は
臨
時
代
理
者
及
職
務
管
掌
者
を
置
き
た
る
場
合
の
費
用
で
あ
る
。
剖
ち
市
町
村
長
、
助
役
、
牧
入
役
又
は
副
牧

入
役
に
故
障
ゐ
る
時
は
、
監
督
官
膳
は
臨
時
代
理
者
を
選
任
し
、
又
は
官
克
を
一
肌
遣
し
、
其
の
職
務
を
管
掌
せ
し

戸
註
王
)

む
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
此
場
合
に
於
け
る
臨
時
代
理
者
の
給
料
及
旗
費
、
及
び
職
務
管
掌
者
の
族
襲
は
又
市
町

村
の
義
務
負
措
で
あ
か
o

間

口

羽

世
間
小
林
博
士
山
臥
球
場
A
V
v
h

一
位
、
曾
識
襲
一
臼
地
方
色
由
貴
と
さ
れ
、
叉
或
場
合

K
U
義
務
費
と
さ
る
A

C

燃
し
地
方
税
官
以
酬
の
法
令
K
I
E

で
倹
ぐ
を
得
な
い
機
関
で
あ
る
。
従
つ
で
其
事
務
は
市
制
二
傑
町
村
制
ニ
保
田
事
務
、
と
な
り
、
従
っ
て
其
費
用
は
市
制
百
十
大
保
町
村
制
百
四

十
三
傑
所
定
の
費
用
と
な
る
結
呆
、
義
務
費
た
る
も
の
で
あ
る
。

註
五
臨
時
代
理
者
白
給
料
旅
費
は
賞
該
官
臆
の
職
植
に
よ
り
て
命
ず
る
支
出
に
該
嘗
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
づ
で
判
仙
台
分
類
に
従
へ
ば
、
下
の

四
の
ロ
に
含
ま
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
然
し
其
性
質
上
、
便
宜
此
所
に
掲
ぐ
る
。

コ
囲
瞳
委
任
事
務
費
、
園
及
び
府
蝶
は
種
々
の
理
由
に
よ
り
、
法
令
(
現
在
は
法
律
勅
令
の
意
、
以
下
同
じ
〉
に
依
り
て
、

又
は
法
令
に
基
〈
命
令
に
よ
っ
て
種
々
の
事
務
を
市
町
村
に
義
務
付
け
、
之
を
執
行
せ
し
か
る
。
所
謂
圏
瞳
委
任

事
務
が
そ
れ
で
あ
る
。
而
て
英
大
部
分
は
全
国
の
市
町
村
に
劃
一
的
に
義
務
付
け
て
居
る
。
例
ぱ
、
尋
常
小
皐
枝

の
設
置
及
維
持
、
種
痘
の
施
行
、
博
染
病
及
ト
ラ
ホ
ー
ム
の
強
防
、

一
定
の
園
枝
及
府
間
柄
税
の
徴
牧
及
詮
附
等
の

事
務
の
却
し
。
然
し
又
特
別
の
市
町
村
の
み
に
命
令
を
以
て
義
務
付
〈
る
場
合
も
あ
る
。
例
ぱ
、
結
核
療
養
所
、

我
が
岡
幽
白
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

第
五
務

六
六
七

七

市制百六十三傑二項但書、町村制百四十・三傑二項但書
市制百六十四傑、町村制百四十四憐
小林博士、財政事評論、七板、 134頁
小林博士、地方財政号、 130頁
市制百六十山傑二項、町村制百四十匹[1熊三項

26) 
27) 
28) 
29) 
30) 



我
が
園
の
市
町
社
義
務
費
に
就
い
て

第
三
十
五
血
管

大
大
八

第
五
競

七

花
柳
病
診
療
所
の
設
置
、
不
良
住
宅
地
匝
改
良
、
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
の
管
理
等
の
事
務
の
如
し
。
又
特
に
市

の
み
に
義
務
付
け
た
る
も
の
も
あ
る
。
例
ぱ
、
汚
物
掃
除
の
如
し
。
何
れ
に
せ
よ
、
此
種
の
事
務
に
闘
す
る
法
令

を
通
覧
す
れ
ば
、
事
務
の
委
任
と
共
に
、
其
費
用
は
事
務
の
委
任
を
受
け
た
市
町
村
に
於
い
て
負
捨
す
べ
き
こ
と

を
規
定
す
る
を
原
則
と
す
る
。
又
に
と
へ
、
費
用
負
携
の
規
定
を
棋
C
場
合
に
於
い
て
も
、
特
に
園
又
は
府
牒
に

於
い
て
負
耀
す
べ
き
こ
と
を
明
示
し
な
い
限
り
は
、
此
種
の
事
務
の
品
川
め
の
経
費
は
市
町
村
の
義
務
品
質
と
な
る
ち

の
で
あ
る
。
之
、
此
揮
の
事
務
は
市
制
二
焼
及
町
村
制
二
餓
に
よ
hJτ

市
町
村
の
必
要
事
務
と
日
ろ
か
ら
、
設
(
掛
川

め
の
費
用
は
又
市
制
百
十
六
保
町
村
制
九
十
六
僚
に
よ
り
て
義
務
費
と
な
る
に
至
る
営
然
の
結
果
で
め
あ
。
而
て

(
註
六
)

此
種
の
事
務
は
相
営
庚
汎
に
一
日
一
っ
て
居
る
か
ら
、
業
費
用
も
亦
相
営
多
額
に
上
る
で
あ
ら
う
こ
と
は
容
易
仁
推
察

さ
れ
得
る
。
此
中
、
最
大
に
し
て
常
に
問
題
と
な
る
の
は
小
畢
梗
費
で
あ
る
。
此
種
の
義
務
費
に
就
い
て
注
意
を
'

要
す
る
貼
は
、
第
一
に
、
此
種
の
義
務
裂
は
多
く
歳
出
科
目
と
し
て
珠
算
上
に
現
る
る
こ
と
で
あ
る
。
例
ぱ
、
小

畢
枝
費
、
停
染
病
諜
防
費
、
侍
染
病
院
費
、
ト
ラ
ホ
ー
ム
聾
防
費
、
汚
物
掃
除
費
、
害
轟
隔
除
費
、
史
蹟
名
勝
天

然
組
念
物
保
存
費
等
々
の
如
し
。
第
二
に
は
、
所
定
の
事
務
を
支
障
な
〈
執
り
得
る
に
足
る
程
度
の
金
額
を
必
要

と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
ば
小
皐
校
令
に
於
け
る
が
却
〈
略
E
明
示
し
て
居
る
場
合
も
あ
る
し
、

又
侍
染
病
諜
防
法
に
於
け
る
が
如
く
列
奉
的
正
掲
げ
て
居
る
場
合
も
あ
る
。
然
し
何
等
の
規
定
な
く
と
も
、
経
験

上
又
常
識
上
、
所
定
の
事
務
を
支
障
な
〈
執
り
得
る
程
度
の
金
額
を
必
要
と
す
る
は
保
理
上
営
然
で
あ
る
。
若
し

然
ら

e
き
れ
ば
、
委
任
事
務
が
執
行
さ
れ
ぬ
こ
と
と
な
り
、
義
務
費
と
し
た
る
所
以
が
浸
却
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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従
っ
て
謂
は
ぱ
一
定
の
義
務
額
が
存
す
る
と
云
ぴ
得
る
。
之
を
超
過
し
た
額
は
勿
論
自
由
費
と
な
る
も
の
で
、
経

費
科
目
が
義
務
費
た
る
の
故
に
、
諜
算
上
所
掲
の
其
科
目
の
全
額
一
か
常
に
義
務
費
左
は
な
ら
な
い
。
第
三
に
は
、

此
の
如
き
経
費
に
充
営
す
べ
き
財
源
と
し
て
国
又
は
府
牒
は
分
擢
金
、
安
附
金
、
補
助
金
等
を
附
奥
し
、
又
は
手

敷
料
.
使
用
料
徴
肢
の
迭
を
聞
い
て
居
あ
場
合
も
あ
る
。
叉
事
務
に
要
す
る
費
用
の
分
暗
部
分
を
諌
め
定
め
、
英

一
部
分
の
み
が
市
町
村
の
負
地
隔
た
る
場
合
も
あ
る
。
従
っ
て
財
政
の
賓
際
で
は
此
種
の
経
費
全
部
炉
事
買
上
市
町

村
の
負
轄
と
な
る
と
限
ら
な
い
。

註
六
周
醐
問
委
任
事
務
並
に
其
費
用
に
闘
す
る
法
令
は
相
常
に
多
い
。
而
て
其
繍
係
法
規
ほ
、
清
水
博
士
外
四
氏
北
一
著
、
市
制
町
村
制
正
義
、
一

0
0
百
一
乃
五
一

O
一-一買、

n
M
ぴ
八
八
五
頁
乃
至
九

O
五
賀
、
五
十
嵐
綿
一
エ
郊
外
一
氏
共
昔
、
市
制
町
内
制
遜
傑
一
爪
解
、
二
六
頁
乃
百
二
八

頁
、
及
び
星
野
武
雄
、
市
町
村
制
要
論
、
四
四
頁
乃
至
五
二
一
貝
等
に
略
L

列
事
き
れ
て
居
る
か
ら
、
蕊
で
は
煩
を
さ
け
て
一
々
列
記
せ
な
い
。

三
機
閥
委
任
事
務
費
、
園
及
び
府
牒
は
法
令
に
よ
り
又
ば
法
令
に
基
き
、
自
己
の
事
務
を
市
町
村
長
業
他
の
市

町
村
の
克
員
に
委
任
し
て
之
を
執
行
せ
し
む
る
と
と
が
あ
る
。
而
て
現
行
法
令
に
よ
る
此
の
如
き
委
任
事
務
、
卸

も
所
謂
機
関
委
任
事
務
は
、
衆
議
院
議
員
及
び
府
牒
曾
議
員
の
選
奉
事
務
を
始
一
め
『
ど
し
て
、
兵
事
、
準
事
、
戸
籍
、

統
計
、
救
護
、
道
路
の
管
理
等
の
事
務
に
至
る
ま
で
貰
に
多
岐
多
端
で
あ
ふ
“
従
っ
て
其
事
務
の
潟
め
の
艦
費
色

亦
相
営
額
に
上
る
べ
き
は
又
想
像
に
難
く
な
い
。
然
し
、
此
種
の
経
費
は
本
質
的
に
は
其
事
務
を
市
町
村
に
委
任

し
た
る
園
又
は
府
牒
の
負
携
す
べ
き
も
の
で
、
理
論
上
営
然
に
は
市
町
村
の
負
携
に
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
童

し
此
場
合
は
圏
種
委
任
事
務
の
場
合
と
異
り
、
市
町
村
の
機
闘
が
車
に
園
又
は
府
膝
の
機
闘
と
し
て
委
任
さ
れ
た

事
務
を
執
行
し
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
石
。
即
ち
市
町
村
の
事
務
と
は
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
、

我
が
圃
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

六
六
九

第
五
務

七



我
が
園
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

六
七
O

第
五
務

七
四

市
制
九
十
三
保
、
町
村
制
七
十
七
傑
に
、
比
の
如
き
経
費
も
法
令
中
に
別
段
の
定
め
な
き
限
り
、
市
町
村
の
負
指
す

ペ
き
も
の
と
抱
括
的
に
規
定
し
て
居
る
結
果
、
此
種
の
経
費
も
亦
原
則
左
し
て
、
市
町
村
の
義
務
費
と
な
っ
て
居

る
。
向
場
合
に
よ
れ
ば
、
事
務
を
委
任
す
る
個
々
の
法
令
中
に
、
特
に
其
の
矯
め
の
一
経
費
の
全
部
又
は
一
部
を
、

市
町
村
に
於
い
て
負
憶
す
べ
き
こ
と
ぞ
指
定
し
て
居
る
こ
と
も
あ
る
。
例
ぱ
衆
議
院
議
員
選
皐
事
務
の
費
用
、
道

路
管
理
の
費
用
等
の
加
し
。
而
て
此
種
の
経
費
に
就
い
て
注
意
す
べ
き
貼
は
‘
此
種
の
経
費
は
諜
算
上
歳
出
科
目

比
一
は
概
悶
L
C
な
り
て
明
れ
お
も
の
は
W
4
7川
例
外
で
め
り

b

対
一
命
一
朝
…
も
亦
糾
日
と
し
マ
現
れ
お
も
m
U
A
U
~

方
い
か
割
合
い
い

少
額
た
る
こ
と
で
あ
る
。
而
て
現
れ
る
も
の
は
、
徴
後
晶
賞
、
土
木
費
、
選
翠
費
及
び
救
助
費
の
中
に
現
る
る
。
其

他
は
大
部
分
役
所
(
投
場
)
費
中
に
、
他
の
経
費
'
Y
」
混
靖
し
て
居
る
。
向
其
他
、
圏
韓
委
任
事
務
費
に
封
寸
る
注
意

の
第
二
及
第
三
の
こ
と
は
、
此
種
の
軽
費
に
就
て
も
亦
云
ひ
得
る
。

毘
セ
此
種
の
事
務
及
食
用
に
関
係
あ
る
法
令
も
栴
常
に
多
い
が
、
大
慢
に
於
ρ
て
清
水
博
士
外
四
氏
共
著
、
前
曲
、
七
三
三
頁
乃
至
七
一
一
一
九
頁
、

星
野
武
雄
、
前
肉
、
四
八
頁
乃
至
五
二
一
具
、
及
び
五
十
嵐
棟
四
三
郎
、
前
出
、
六

O
O
頁
乃
至
六

O
阿
頁
に
列
奉
し
で
あ
る
か

b
、
煩
ま
さ
け
て

一
身
指
摘
ナ
る
と
と
を
略
す
る
。

四
負
権
費
、
次
に
市
町
村
は
自
身
又
は
英
機
関
に
於
て
事
務
を
執
る
こ
と
な
く
、
負
躍
の
み
義
務
付
け
ら
る
る

こ
と
が
め
る
。
此
の
如
き
義
務
負
据
の
経
費
を
偲
り
に
負
櫓
費
と
名
付
く
る
。
此
種
の
経
費
は
、
大
瞳
衣
の
一
二
つ

の
場
合
に
あ
り
得
る
。
げ
法
律
の
結
果
と
し
て
営
然
に
負
携
が
課
き
る
る
場
合
が
あ
る
。
例
ぱ
、
地
租
法
に
よ
る

地
租
及
同
附
加
柱
、
水
利
組
合
法
に
よ
る
水
利
組
合
費
の
如
し
。
作
営
該
官
曜
の
職
権
に
基
く
命
令
に
よ

b
て
負

携
が
課
き
る
る
場
合
が
め
る
。
例
ば
、
府
牒
費
の
分
賦
金
、
都
市
計
劃
法
に
よ
る
受
益
者
負
措
金
、
強
制
(
市
)



町
村
組
合
の
組
合
費
、
港
湾
分
擢
金
、
敗
訴
の
場
合
に
命
ぜ
ら
る
る
訴
訟
費
用
、
河
川
法
、
道
路
法
、
森
林
法
及

砂
防
法
に
よ
る
費
用
負
措
等
は
之
に
官
る
。
村
上
の
こ
つ
と
向
性
質
で
は
な
い
け
れ

E
も
、
然
し
類
似
し
て
居
る

も
の
に
、
纏
績
的
に
金
銭
的
義
務
負
措
を
市
町
村
自
ら
が
負
ふ
た
場
合
に
起
る
義
務
負
憎
が
あ
る
。
例
ぱ
、
巳
に

許
可
を
受
け
た
る
織
績
補
助
費
、
又
は
纏
靖
寄
附
金
の
営
該
年
度
割
額
の
如
し
。
童
し
、
市
町
村
が
な
す
寄
附
又

は
補
助
は
民
法
の
贈
奥
の
規
定
に
よ
っ
て
律
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
櫨
積
費
と
異

hA)
一
日
乏
を

極
積
費
と
な
し
許
可
を
受
け
た
る
場
合
に
は
、
後
年
度
に
至
つ
て
は
市
町
村
の
都
合
に
よ
り
自
由
に
改
麿
し
得
F

る
負
措
と
な
る
と
刷
用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

以
上
三
つ
の
此
種
の
義
務
費
は
、
珠
算
上
で
は
諸
税
及
び
負

損害

又
寄
附
金
及
補
助
費
の
中
に
も
現
る
る
。

金
繍
肘
一
定
闘
と
し

τ擁

I而

lfb 
F!~: 
(7) 

(7) 

(7) 

:時

民
lct 

定
し
て
居
る
こ
と
、
及
び
凡
で
の
市
町
村
に
亘
っ
て
一
般
的
で
な
い
こ
と
の
ご
酷
に
存
す
る
。

註
八
一
見
ナ
れ
ば
纏
練
費
た
る
補
期
金
及
寄
附
金
を
除
き
た
る
他
の
組
療
費
も
亦
、
中
央
財
政
の
纏
績
賓
が
櫨
定
資
た
る
に
似
て
、
許
可
を
受

け
た
る
後
年
度
に
於
い
て
は
義
務
費
と
な
る
が
知
ペ
に
思
は
る
L

。
然
し
地
方
財
政
に
於
け
る
其
の
他
の
纏
績
費
は
、
之
を
定
め
叉
は
獲
夏
ナ

る
に
は
府
賂
知
事
の
許
可
を
必
要
と
ず
る
け
れ
ど

h
、
之
を
耀
止
ナ
る
は
自
由
で
あ
ふ
下
従
っ
て
其
白
他
の
も
の
は
義
務
質
と
は
な
b
ぬ
と
一
冨

ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
但
し
之
を
脆
止
し
た
場
合
は
報
骨
ナ
る
を
要
し
、
又
其
臓
止
の
議
噛
慣
が
明
h
p

に
公
金
を
害
ナ
る
場
合
は
、
再
議
又
は
指
揮
申

諸
白
問
題
は
越
さ
れ
得
る
。

也
財
政
費
、
市
町
村
が
其
財
政
を
替
む
上
に
必
要
な
る
経
費
に
し
て
、
義
務
費
た
る
も
の
を
幌
り
に
財
政
費

左
帯
す
る
。
而
て
徴
税
及
曾
計
事
務
を
掌
る
牧
入
役
、
副
牧
入
役
、
及
び
其
他
の
吏
員
等
の
人
件
費
は
、
斗
の
職
制

維
持
費
に
属
す
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
故
に
悲
に
謂
ふ
財
政
費
は
其
他
の
も
の
で
あ
っ
て
、
凡
そ
突
の

我
が
圃
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

第
五
波

六
七

七
五

市量1)百六十七{慮、町村市j百四十七僚
行政賞例、{五十嵐線三郎外二氏撰者、前向、 99

'
買、及び帝国地方行政墜

曾編、質例9同l例掃入市制町村制及府!孫制、 644頁)
市制九十傑ノ二、町何制七十四傑ノニ

31) 

32) 

33) 



我
が
闘
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

三
種
で
あ
る
。
ィ
純
然
た
る
財
務
費
で
め
っ
て
、
納
税
令
書
等
の
印
刷
及
港
建
費
、
及
び
所
謂
益
金
取
扱
費
は
之

に
営
る
。
益
金
取
扱
費
は
更
に
、
遊
興
税
、
観
覧
税
、
特
別
消
費
税
等
の
税
種
の
も
の
を
蛭
管
者
、
又
は
管
業
者

第
三
十
五
巻

ノ、

七

第
五
披

七
ノ、

等
を
し
て
徴
牧
せ
し
め
た
場
令
に
於
け
る
徴
牧
交
附
金
(
徴
収
金
額
の
百
分
の
四
)
、
市
町
村
金
庫
を
設
け
た
場
合
の
金

庫
事
務
契
約
所
定
の
金
庫
事
務
取
扱
費
、
及
び
振
替
貯
金
を
利
用
す
る
場
合
の
郵
便
官
暑
に
納
b
る
振
替
貯
金
手

載
料
と
か
ら
な
る
。
小
山
は
公
債
費
及
び
之
と
同
性
質
の
過
年
度
諸
一
冊
舎
益
課
納
金
還
付
金
等
も
亦
義
務
費
で
あ

ハV

。
立
体
が
戦
勝
負
撚
h
人
る
所
以
M
U
竹
山
川
慌
に
よ
り
げ
い
称
マ
f
h
J
T
心
か
ら
で
似
た
く
u

位
都
ろ
根
路
釦
一
一
般
訟
に
よ

り
て
律
せ
ら
る
る
か
ら
で
あ
る
。
而
て
益
債
費
は
更
に
三
分
し
得
る
。
卸
ち
、
起
債
の
際
に
許
可
を
受
け
た
る
償

A

註
九
}

還
年
夫
表
に
よ
る
各
年
度
の
償
還
額
、
利
子
付
き
れ
公
債
な
る
場
合
の
利
子
支
梯
議
定
額
、
及
ぴ
募
集
及
償
還
に
要

す
る
費
用
で
め
る
。
但
し
、
一
時
借
入
金
の
償
還
は
鷺
算
に
計
上
す
る
の
必
要
が
な
い
か
ら
、
義
務
費
と
云
ふ
を

得
な
い
け
れ
共
、
実
利
子
は
之
を
議
算
に
計
上
す
る
を
要
す
る
か
ら
義
務
費
に
属
す
る
。
い
は
猿
備
費
で
あ
る
。

之
は
必
や
珠
算
に
計
上
し
置
く
を
要
す
る
か
ら
義
務
費
に
麗
す
る
。
以
上
三
種
の
此
種
の
粧
費
は
、
益
金
取
扱
費
、

公
債
費
、
議
備
農
と
云
ふ
歳
出
科
目
と
し
て
現
る
る
の
外
、
役
所
(
役
場
)
費
、
雑
支
出
中
に
も
混
入
し
て
居
る
。

而
し
て
特
質
は
、
固
有
事
務
費
に
し
て
義
務
費
た
る
こ
と
及
び
議
備
費
及
び
納
税
令
書
等
に
閲
す
る
費
用
を
除
き

他
は
法
令
上
で
は
一
般
的
で
な
い
こ
と
の
こ
貼
に
あ
る
υ

然
し
、
事
買
上
で
は
公
債
費
は
可
成
り
一
般
的
主
云
へ

る。註
丸

公
債
償
還
金
は
悌
一
圃
及
び
白
圃
で
は
明
に
義
務
費
と
指
定
し
て
居
る
も
の
L

如
く
で
あ
る
ら
我
が
闘
で
は
然
る
特
別
由
明
文
は
な
い
。

Grice， a. a. o.~ p. 354， P. 356 34) 



然
し
市
町
村
の
義
務
に
扇
ナ
る
費
用
た
る
は
明
か
で
あ
る
。
小
林
博
士
は
之
を
義
務
質
に
麗
ナ
る
も
?
と
さ
れ
て
居
ら
る
ふ
。

六
繰
替
金
、
更
に
圃
及
府
脇
は
、
自
己
の
費
用
負
擦
に
於
て
事
務
の
み
を
市
町
村
の
機
関
に
委
任
す
る
場
合
が

あ
る
。
然
し
、
業
自
己
に
於
い
て
負
躍
す
る
費
用
を
、
議
め
事
務
以
前
に
市
町
村
に
配
給
し
な
い
。
ぞ
れ
は
、
此

種
の
事
務
は
其
性
質
上
、
異
常
の
事
務
で
其
の
矯
め
の
費
用
を
事
前
に
配
給
す
る
の
要
な
き
か
、
又
は
配
給
の
標

準
な
き
か
に
よ
り
配
給
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
し
経
費
の
配
給
の
途
炉
事
前
に
な
き
の
故
を
以
っ
て
事
務
佐

慶
す
る
の
は
、
行
政
の
目
的
ぞ
達
す
る
所
以
で
な
い
。
故
に
市
町
村
を
し
て
一
時
之
を
立
替
支
排
し
置
か
し
め
、

事
後
其
請
求
を
待
っ
て
配
給
す
る
の
方
法
を
採
る
。
故
に
買
質
的
に
は
市
町
村
の
負
擦
と
な
ら
ぬ
け
れ
共
、
法
令

上
、
市
町
村
に
謝
し
て
繰
替
捕
な
な
す
べ

hzこ
と
を
規
定
し
て
措
る
結
果
、
形
式
上
此
種
の
経
費
も
亦
市
町
村
の

義
務
費
で
あ
る
。
之
に
属
す
る
ち
の
は
、
行
族
病
人
及
行
放
死
己
人
取
扱
費
、
精
紳
病
者
監
護
費
、
融
荊
患
者
及

同
伴
者
救
護
費
、
水
難
救
護
費
、
召
集
族
費
等
の
繰
替
金
、
勢
働
者
日
営
立
替
金
等
で
あ
る
。
珠
算
上
で
は
雑
支

出
中
に
現
る
る
。
而
て
特
長
は
、
賢
質
的
に
は
市
町
村
財
政
の
負
擦
と
な
ら
ぬ
と
と
、
及
び
種
目
の
多
い
割
合
に

金
額
は
少
い
こ
と
で
あ
る
。
〈
未
完
〉

我
が
圃
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

第
五
時
碗

六
七

七
七
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